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2025. 5.25 三和区だより① 

  三和区の人口 男2,410人(+2人）女2,454人(-7人）合計4,830人(-5人）世帯数1,864(+2）※令和7年4月末現在（  ）は先月との比較                

■ 担当：教育・文化班 

問合せは、三和区総合事務所の各担当班へお願いします。（☎ 025-532-2323） 

◇ 三和区だよりは、上越市ホームページ上でカラーでご覧になれます。 

≪三和小学校が開校しました≫ 

 4月に「ともに伸び あしたを創る」を教育目標に掲げ、三和小学校が開校しました。   

 里公小学校、上杉小学校、美守小学校の伝統を大切にしながら、三和小学校の新

たな学びがスタートしています。 

 ≪持続可能な地域づくりをテーマに講演会を開催します≫ ■担当：地域振興班 

※時間外の電話転送について ： 平日は午後5時15分から翌日の午前8時30分まで、土日・祝日における総合事務所への電話は、 

                     市役所木田庁舎へ自動転送し、転送先の当直が対応します。 

◆児童数  

学年 １年 2年 3年 4年 5年 6年 合計 

計 35 25 38 33 31 41 203 

【体育館の校歌額】三和区日和町在住の藤田ヒサ子様から揮毫（きごう）していただきました。  

スマートフォンで

右の二次元コー

ドを読み込むと、

「三和小学校校

歌」を聞くことが

できます。 

 上越市創造行政研究所から講師を迎え、三和区の現状について説明いただくとともに、持続可能

な地域づくりに必要な取組などについてお話しいただきます。 

 事前申込みは不要で、どなたでも参加できます。多くの皆様のご来場をお待ちしております。   

 

 ▼日 時  令和7年6月16日（月） 

         午後6時30分から7時45分 

 ▼会 場  三和コミュニティプラザ3階 多目的ホール 

 ▼内 容  講演 （講師：上越市創造行政研究所職員） 45分 

         質疑応答 ３０分  

 ▼主 催  三和区地域協議会  

1年、3年、6年は2クラスです。 

三和区地域協議会 

三和区の未来を 
一緒に考えましょう！ 



■担当：税・市民生活班  

問合せは、三和区総合事務所の各担当班へお願いします。（☎ 025-532-2323） 
 

2025.．5．25 三和区だより② 

 三和区だよりは、上越市ホームページでカラーでご覧になれます。 

 左の二次元コードを読み取ると、三和区だよりのページに接続できます。 

 ≪資源物常時回収ステーションの適正利用にご協力ください≫ 

 資源物常時回収ステーションは、缶・びん・ペットボトル・新聞紙・雑誌類・段ボールの6品目を対象

に、仕事などの都合で町内会の集積所に出せなかった人のための施設です。 

 しかしながら、市内の一部の資源物常時回収ステーションでは、分別・排出のルールが守られてい

ない違反ごみや、回収品目外のごみの不法投棄が後を絶たない状況が続いています。 

 違反ごみや不法投棄は、周辺の生活環境を悪化させ、モラルの低下を招きます。  

 資源物常時回収ステーションの適正な利用にご協力をお願いします。  

〇市内の資源ごみ常時回収ステーションで不法投棄された主なもの   

 

 

 

 

 

 

≪クマの出没に注意してください！≫ ■担当：税・市民生活班

 クマは春先に冬眠から目覚め、5月頃～11月頃まで山菜、昆虫、木の実などの食物を探してよく動き

回ります。山菜採りや農作業で山に入る機会も多いこの季節、クマによる人身被害を防止するため、

次のことに気を付けましょう。   

  ▼入山時は、ラジオや鈴などの音の鳴るものを携行し、単独行動は避けましょう。 

 ▼クマの活動が活発な早朝や夕方の入山は避けましょう。 

 ▼クマの餌となる生ゴミ、不要となった果実や農作物等は適切に処分しましょう。 

 ▼子グマを見かけても、決して近づかないでください。近くには母グマがいると 

    考えられ大変危険です。 

 ▼集落周辺や河川敷などのクマが隠れそうな藪は刈り払いましょう。 

■担当：地域振興班 ≪上越市内公共交通「マイ時刻表」を作成・配布します≫ 

  最寄りのバス停や駅から、病院など日常的に訪れる場所までの 

鉄道・バスの路線名や発着時刻、乗車料金などを記載したポケット 

サイズの個人用時刻表を作成し、配布します。    

  ▼申込方法 ： 所定の申込用紙に必要事項を記入し、三和区総合事務所へ提出してください。  

 ※申込用紙は市のホームページからダウンロードするか、三和区総合事務所へお申し出ください。 

    

       https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/kotsu/my-jikoku.html 


